
 
令和５年度

市 民 税
申告書（分離課税等用）府 民 税

フリガナ 生　年　月　日 整理番号
※南丹市使用欄

氏　　　名
明・大・昭

平・令 ・　　　・ 電話番号

２ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

区分 所得の生ずる場所 必要経費 差引金額
(収入金額－必要経費)

特別控除額 一 般 分
円

 円 円 円

軽 減 分

一 般 の 譲 渡

優良住宅地等

に 係 る 譲 渡

居住用財産の

譲 渡
   

一 般 分
 

   
上 場 分

申告不要制度

口座ごと

特例適用条文 上場株式等の配当
申告不要制度

口座・取引ごと

先 物 取 引 　３ 株式等の譲渡等・先物取引に係る所得に関する事項

所得の種類 種　　目 必　　要　　経　　費 一 般 分
円

　

事業 譲渡 雑
円

軽 減 分

事業 譲渡 雑 一 般 の 譲 渡

事業 譲渡 雑
優良住宅地等

に 係 る 譲 渡

特例適用条文
居住用財産の

譲 渡

一 般 分
４　上場株式等の配当所得に関する事項

上 場 分所得の生ずる場所 支払確定年月 収入金額 必要経費

・
円 円

上場株式等の配当

・ 先 物 取 引

・ ※上場株式等の配当等所得・譲渡所得等について、所得税で申告
分離課税を選択し、住民税で異なる課税方式を選択する場合は、
収入金額欄のそれぞれに☑をしてください。

６ 特定支出控除の適用がある場合の給与所得に関する事項

Ａ 給与収入金額 Ｂ 特定支出の金額の合計額
所得金額（Ａ－Ｂ）
(ただし赤字の場合は０)

円 円 円

７ 山林所得・退職所得に関する事項

Ａ 収入金額 Ｂ 必要経費 Ｃ 特別控除額 Ｄ 青色申告特別控除額 所得金額(Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ)

円 円 円 円 円

Ａ 収入金額 勤続年数
普通

の別 Ｂ 退職所得控除額 Ｃ 差引(Ａ－Ｂ) 所得金額(Ｃ×１/２)
障害

円 年 □　普通 円 円 円

(　年　月間) □　障害
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令和５年度
市 民 税

申告書付表（口座ごと課税方式選択用）府 民 税

氏名

　上場株式等の配当等所得・譲渡所得等について、市民税・府民税においては次のとおり申告します。

取引口座
（特定口座）

所得税(確定申告)での申告内容 市民税・府民税で申告する内容

所得
種類

所得税の
課税方式

配当等所得の額
譲渡所得等の額

所得
種類

市民税・府民税で
選択する課税方式

配当等所得の額
譲渡所得等の額

□ 総合課税分
円 □ 申告不要

□ 総合課税分
円

□ 分離課税分
円

□ 分離課税分
円

□ 申告不要

□ 分離課税分
円

□ 総合課税分
円 □ 申告不要

□ 総合課税分
円

□ 分離課税分
円

□ 分離課税分
円

□ 申告不要

□ 分離課税分
円

□ 総合課税分
円 □ 申告不要

□ 総合課税分
円

□ 分離課税分
円

□ 分離課税分
円

□ 申告不要

□ 分離課税分
円

□ 総合課税分
円 □ 申告不要

□ 総合課税分
円

□ 分離課税分
円

□ 分離課税分
円

□ 申告不要

□ 分離課税分
円

□ 総合課税分
円 □ 申告不要

□ 総合課税分
円

□ 分離課税分
円

□ 分離課税分
円

□ 申告不要

□ 分離課税分
円

①

証券会社

銀　　行

(　　 　)

配
当
等
所
得

➡

配
当
等
所
得

譲
渡
所
得
等

分離課税分

円 譲
渡
所
得
等

②

証券会社

銀　　行

(　　 　)

配
当
等
所
得

➡

配
当
等
所
得

譲
渡
所
得
等

分離課税分

円 譲
渡
所
得
等

③

証券会社

銀　　行

(　　 　)

配
当
等
所
得

➡

配
当
等
所
得

譲
渡
所
得
等

分離課税分

円 譲
渡
所
得
等

④

証券会社

銀　　行

(　　 　)

配
当
等
所
得

➡

配
当
等
所
得

譲
渡
所
得
等

分離課税分

円 譲
渡
所
得
等

⑤

証券会社

銀　　行

(　　 　)

配
当
等
所
得

➡

配
当
等
所
得

譲
渡
所
得
等

分離課税分

円 譲
渡
所
得
等

・この付表については、市民税・府民税申告書と一緒に提出してください。
・分離課税分に該当がある場合には、市民税・府民税申告書（分離課税用）もあわせて提出が必要です。
・市民税・府民税で総合課税分や分離課税分として申告される場合には、市民税・府民税申告書裏面の「⑧配当割額又は株式譲渡
所得割額の控除」欄に該当分の合計金額をご記入ください。



令和５年度 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書

氏名

　令和2年度から令和4年度までに申告した上場株式等に係る譲渡損失の金額で、令和4年度分以前の市民税及び
府民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上引き切れなかった損失の額があるときは、この明細
書をご提出ください。

損失を申告
した年度

前年度分から繰り越しされた
上場株式等に係る譲渡損失の金額

本年度分から差し引く
上場株式等に係る譲渡損失の金額

本年度分から差し引くことのできなかっ
た上場株式等に係る譲渡損失の金額

Ｄ 上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く金額

Ｅ　分離課税配当所得等金額から差し引く金額

Ｆ　上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く金額

Ｇ　分離課税配当所得等金額から差し引く金額

Ｈ　上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く金額

Ｉ　分離課税配当所得等金額から差し引く金額

　本年度分で上場株式等に係る譲渡所得等の金額
　から差し引く上場株式等に係る譲渡損失の金額
　の合計額

③(Ｄ+Ｆ+Ｈ)

　本年度分で分離課税配当所得等金額から差し引
　く上場株式等に係る譲渡損失の金額の合計額

④(Ｅ+Ｇ+Ｉ)

翌年度以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額
(本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額+①+②)

　令和4年1月1日現在の住所が他の市町村にあった方は、その住所を下に書き入れてください。

　令和3年1月1日現在の住所が上記の住所地と異なる市町村にあった方は、その住所を下に書き入れてください。

　令和2年1月1日現在の住所が上記の住所地と異なる市町村にあった方は、その住所を下に書き入れてください。

令和2年度分
(令和元年分)

Ａ

令和２年度分の譲渡損失の
金額を翌年以後に繰り越す

ことはできません。

令和3年度分
(令和2年分)

Ｂ ①(Ｂ-Ｆ-Ｇ)

令和4年度分
(令和3年分)

Ｃ ②(Ｃ-Ｈ-Ｉ)


